
7 月 1 日から一部負担金等の免除を受けるためには、一部負担金等免除申請書を提出する必要があります。

その際、免除に該当する項目に応じて、以下の書類を添付してください。 


①住家が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方の場合   

り災証明書・被災証明書   

②主たる生計維持者が死亡した場合   

り災証明書・被災証明書や死亡診断書など   

③主たる生計維持者が重篤な傷病を負った方の場合   

医師の診断書   

④主たる生計維持者の行方が不明である方の場合   

遺族補償年金等の支給決定通知書の写しや第三者（事業主、親族、知人等）の証明書など 

⑤主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方の場合   

    公的に交付される書類であって、事実の確認が可能なもの（税務署に提出する廃業届、異動届の控え等）   

⑥主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方の場合 

雇用保険の受給資格者証、事業主等による証明書 

⑦原子力発電所の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域及び緊急時

避難準備区域に関する指示の対象となっている方の場合 

住民票の写しなど、避難指示等の対象地域に住所を有していたことが確認できるもの

⑧ 特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている場合

特定避難勧奨地点に居住しており、避難していることが確認できる被災証明

上記に掲げる書類の入手が困難である場合には、親類又は知人による証明を受け、申請して下さい。

